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第２回 足立区学校開放事業審議会 会議録 

会 議 名 第２回足立区学校開放事業審議会 

事 務 局 生涯学習支援室 スポーツ振興課 

開催 年月日 令和７年１０月２７日（月） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午前１１時０７分 

開 催 場 所 足立区役所 １２階 １２０５Ａ会議室 

出 席 者 

二宮 雅也 委員 吉野 美一 委員 村松 治 委員 

浅香 英典 委員 羽住 敏久 委員 飯ケ谷 美惠 委員 

石澤 美也子 委員 山﨑 弘孝 委員 長谷川 たかこ 委員 

へんみ 圭二 委員 岡井 伴治 委員 櫻井 悠夏 委員 

田口 藍 委員 正岡 佳 委員  

欠 席 者 山口 美郁 委員 小川 芙美子 委員  

事 務 局 

地域のちから推進部長 スポーツ振興課長 振興係長 

学校開放制度改革担当係長 学校開放制度改革担当係員  

会議次第 

１ 委員紹介 

２ 第１回審議会会議録の確認 

３ 平成２３年度の審議会答申の反映状況報告 

４ 審議内容 

（１）利用申請のオンライン化 

（２）学校開放管理運営委員会の開催頻度、開催方法 

５ 今後のスケジュールについて 

配付資料 

・資料１ 足立区学校開放事業審議会委員名簿 

・資料２ 第１回足立区学校開放事業審議会会議録（案） 

・資料３ 足立区学校開放事業説明資料 

・資料４ これからの学校開放事業のあり方＜答申＞ 

※平成２３年度足立区学校開放事業審議会答申資料 

・資料５ 平成２３年度の答申内容と現制度への反映状況一覧 

 

そ の 他 
傍聴人：有・無 

その他の参加者：有・無 
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○原田課長 おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから、第

２回「足立区学校開放事業審議会」を開催さ

せていただきます。本日はお忙しい中、御出

席いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日、司会を務めさせていただきます、ス

ポーツ振興課長の原田と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 審議が始まるまでは私のほうで進行させて

いただきますので、お願いいたします。 

 本日は、委員16名のうち14名の委員に御出

席いただいておりますので、定足数でありま

す過半数を満たしておりますので、本審議会

は成立しております。 

 また、本審議会は条例で公開を原則として

おり、会議記録はホームページ等で公開させ

ていただきます。 

 会議記録を正確に作成するため、皆様の御

発言を録音させていただいております。発言

の際には、御自身の所属団体、お名前をおっ

しゃっていただいてからの御発言に御協力を

お願いいたします。 

 なお、本日は傍聴の方はいらっしゃってお

りません。 

 また、公開はいたしませんけれども、記録

用の写真を撮影させていただきますので、あ

らかじめ御了承ください。 

 それでは、早速ではございますけれども次

第１番、前回御欠席された委員の皆様の御紹

介をさせていただきます。お名前をお呼びい

たしますので、お時間の都合もございますけ

れども、恐れ入りますが一言いただければと

思います。 

 それでは、資料１の名簿の順番にお名前を

お呼びしたいと思います。 

 まず、足立区スポーツ協会副会長、山﨑弘

孝様。 

○山﨑委員 改めておはようございます。ス

ポーツ協会副会長を務めさせていただいてお

ります山﨑と申します。 

 当協会、連盟、協会の各団体は、学校の施

設を本当にフルに利用させていただいて、日

頃からお世話になりましてありがとうござい

ます。この審議会、逆に勉強になることがた

くさんありますので、一緒に勉強させていた

だければと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○原田課長 ありがとうございます。 

 続きまして、次第の２番に移らせていただ

きます。 

 第１回審議会会議録につきまして、先日お

送りさせていただきましたが、御自身の御発

言で訂正が必要な部分等がございましたら、

この場で御発言をいただきたいと思います。

なお、今回、お送りするのが遅くなってしま

いましたので、この後何か見つかりましたら、

11月４日まででしたら、事務局まで御連絡い

ただければ、会長と御相談の上、修正等を進

めさせていただきたいと思います。 

 まず、現時点でこの場で何か御修正等はご

ざいますでしょうか。 

 お願いします。 

○石澤委員 千住ウエストの石澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

 私の自己紹介のところで、「各種学校を活

用させていただいている」という書き方にな

っていましたので、その場でもしかしたらそ

のようにお話ししたかもしれませんけれども、

これは地域の各小中学校という意味ですので、

そこを訂正していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○原田課長 かしこまりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○村松副会長 所属は千寿双葉小学校と申し

ますが、小学校の校長会を代表してまいりま

した。 

 数字等間違っているところがあって訂正し

てきましたので、後でこれをお渡しすればよ

ろしいですか。 

○原田課長 はい。ありがとうございます。 

○村松副会長 お願いいたします。 

○原田課長 その他、ございますでしょうか。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 そうしましたら、ここからは二宮会長に進

行をお願いできればと思います。よろしくお

願いいたします。 

○二宮会長 皆様、おはようございます。本

日も活発な御議論をどうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、早速、次第３番以降につきまし

て、事務局のほうから説明をお願いいたしま

す。 

○原田課長 まず、資料３を御用意いただけ

ればと思います。お手元、表紙のところ「学

校開放事業の制度見直しに向けて」という表

紙のものでございます。こちらにつきまして、

事務局より御説明申し上げます。 

 まず１ページ目「本日お話ししたいこと」

というところで４点挙げさせていただいてお

ります。 

 １点目、前回の審議会で、平成23年度の学
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校開放事業審議会における提言が現制度へ反

映されているかどうかという御質問をいただ

きましたので、こちらの状況の報告でござい

ます。 

 ２点目、オンライン化に関する他区の状況

を知りたいとの御意見もいただいております

ので、そちらの御紹介をさせていただきます。 

 ３点目が、本日は議題として、オンライン

化と利用調整会議の２つに絞らせていただき

まして御審議いただきたいと考えております。 

 ４点目、前回の審議会で、「審議回数が３

回では十分な審議ができないのではないか」

といった御意見をいただいておりますので、

スケジュールの改正案を御提示させていただ

きます。 

 なお、それぞれ項目ごとに御審議いただく

時間を挟みますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、資料、スライドの２ページ目

を御覧ください。 

 「平成23年度の答申内容と反映状況」につ

きまして、別添の資料５で詳細はまとめさせ

ていただいておりますけれども、項目数が多

いというところで、実現したもの、しなかっ

たもののうち主立ったものを御紹介させてい

ただきます。 

 まず、ナンバー１の１点目でございます。 

 提言を踏まえまして、当時３区分だった時

間区分を４区分に変更しております。 

 また、２点目、受益者負担の提案につきま

して、当時、学校開放の全団体を使用料免除

団体としていましたけれども、実質的に無償

というところだったので、費用を徴収すべき

との御提案がございました。この提案を受け

まして、少年団体や高齢者団体など一部の団

体を除きまして使用料をいただくことといた

しました。 

 ３点目です。こちらが実現できなかったも

のでございます。 

 学校開放総合会議の開催というところで、

各学校で学校開放管理運営委員会という、調

整会議なのですけれども、開催頻度やルール

の徹底度合いが異なるとの御意見がありまし

て、全校で調整会議の進め方を統一するため

に、学校の垣根を越えて利用者が集まる機会

を設けましょうという趣旨の提言でございま

した。 

 しかしながら、各学校での利用調整会議に

加えまして、さらに利用者が集まっていただ

くことというのが現実的に難しい部分があり

まして見送ることとなりました。その代わり

に、現在、各校の調整会議の会長を務めてい

ただいていますスポーツ推進委員さんが、ス

ポーツ推進委員会の中で、各学校の「こうい

うトラブルがあるのですけれども皆さんどう

ですか」「どのように対応していますか」と

いったような困り事を共有したり、助言した

りという情報交換をしているという状況でご

ざいます。 

 ４点目でございます。 

 罰則規程につきまして、条例改正により

「利用不承認」を定めたというところはでき

たのですけれども、どういったケースで、ど

のような程度の罰則を適用するかというとこ

ろまでは議論ができておらず、現在、登録取

消しという以外の処分のルールがないという

状況でございます。なお、過去に１団体、平

成25年度に、条例で禁止している営利活動を

行ったというところを理由に登録取消しとな

った団体があったとの記録は残っております。 

 時間の都合上、提言内容の一部だけの紹介

となりますけれども、資料５に前回の提言内

容と現制度への反映状況を網羅させていただ

いております。今回お示しさせていただいた

こと以外につきましても、何か御意見がござ

いましたら、次回以降の審議会でお時間をつ

くらせていただきますので、事務局までお知

らせいただければと思います。 

 次に、スライドの３ページ目、オンライン

化に関する23区の状況についてです。 

 こちらにつきましても、委員より他区の状

況を知りたいとの御意見をいただきましたの

で、御紹介させていただきます。 

 オンライン化した区では、いずれも地域体

育館を含む公共施設の利用申請と学校開放の

利用申請が同じ一つのシステムで実施してい

るので、可能であれば当区でも地域体育館と

同じシステムを利用するというところが利便

性向上につながるのではないかと考えており

ます。 

 また、利用調整会議は、オンライン化を導

入している区であっても13区が実施しており

ます。調整会議を実施していない10区につき

ましては、先着または抽選制としております。

オンライン化に合わせて、利用希望日が重複

した場合には抽選するとか効率化を進めてい

る区もありますけれども、地域に根差した団

体の利用が多い足立区ですので、オンライン

化しても抽選制ということではなくて、今後

も話合いによる利用調整は必要かなと区のほ

うでは考えております。 

 続きまして、スライドの４ページ目を御覧



3 

ください。 

 「オンライン申請導入５区の状況」でござ

います。 

 世田谷、港の２区につきましては、オンラ

イン化に併せて調整会議をなくして抽選で利

用者を決定しているところでございます。 

 一方で、新宿区が毎月調整会議を開催した

上で優先利用を決めて、その上で空き枠をシ

ステムで予約できるようにしているというと

ころで、調整会議を実施した上でシステム予

約をするという点では、新宿区の運用が足立

区で想定している運用に近いのかなと考えて

おります。 

 前回御意見いただきました資料の御紹介に

つきましては以上でございます。 

 次に、スライドの５ページ目です。こちら

まで御説明させていただきます。 

 前回の審議会では、解決すべき課題を４つ

挙げさせていただきました。その上で、前回

いただいた御意見を踏まえまして、制度の見

直しの方向性として４つの柱というのを立て

させていただいて、今後の検討事項として表

にまとめました。なお、平成23年度の提言で

実現し切れていない罰則規程の導入につきま

しても、柱の４のほうに入れさせていただい

ております。まずはこの４つの柱の方向性と

して問題ないか、過不足はないかという御意

見をいただきたいと思います。 

○二宮会長 御説明のほう、ありがとうござ

いました。 

 まず、今いただきました４つの柱について、

皆様のほうから御意見等をいただければと思

います。よろしくお願いいたします。いかが

でしょうか。 

 お願いします。 

○吉野委員 弘道第一PTA会長、吉野です。 

 前回から本日までの間に自分の頭の中で考

えていたのは、まさにこの新宿区のスタイル

が一番ベストなのかなと思っていました。学

校開放会議というのはすごく円滑にうまく回

っているシステムなので、やはりそれは優先

してもらって、空き状況をほかの団体が利用

できるようにするというのがいいなと思って

います。 

 その上で、例の、遠いところに行って車で

駐車してという問題もあるので、それは、小

学校のPTAとか中学校もそうなのですけれど

も、ブロックで14ぐらいに分かれているので

すよね。そこに中学校も組み込んでブロック

化して、ブロック内であれば利用可能とかで

あれば、自転車とかで動ける範囲内の距離の

小学校、中学校の地域で区分されると思うの

で、そういう形がいいのかなと思います。 

 そうすれば、調整会議で取れなかった団体

が予約システムで取ろうという、ちゃんとや

る気があるというか、何となく取るのではな

くて、オンラインで取りにいかなくてはいけ

ないという意思が見えるので、無駄な予約も

減るのかなという気がして考えてきました。 

○二宮会長 ありがとうございました。御意

見ということで承らせていただければと思い

ます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 区議会のへんみです。 

 前回の審議会のときにも申し上げたのです

が、１月に、剣道で小学生の頭を木刀でたた

いたという事件があったということで、指導

者の質をしっかりと担保しなくてはいけない

のではないかというお話はさせていただきま

した。もちろん、多くの、ほとんどの指導者

の方々がしっかりと児童の健全育成はやって

いただいていると思いますが、やはりそうい

う問題が起きた以上は、今後、足立区でその

ような同様の事例が起きないような対策とい

うのはすべきではないかなと思いますが、今

回、この４本の柱の中でどこに入るのかなと。

４番目の「利用ルール遵守の徹底」というあ

たりに入れていくという考え方でよろしいの

でしょうか。 

○原田課長 委員のおっしゃるとおり、入れ

させていただくなら４つ目の罰則のところで

入れられればなと思っております。 

 例えばスポーツ協会さんで各連盟さんへの

講習会とかはやられているのですけれども、

学校開放の利用者団体に対して、どういった

ところが指導者の質向上という意味でできる

のかというのは検討していかないといけない

と思いますので、柱の４つ目に入れさせてい

ただくように検討させていただきます。あり

がとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○飯ケ谷委員 オンライン化というのは、私

たちスポーツ推進委員にとってはとても楽に

なるかなと思うのですが、問題は利用者に高

齢者が多いので、その方々がオンライン手続

きができるかどうかというところです。また、

現制度では、使っている学校以外のところが

空いていても使えないという現状があります。

登録した学校でなければ、たとえ私たちのよ

うに小中一貫校でも、小学校と中学校間で
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「空いていたら使っていいんじゃないの」と

いうのも、今のところは絶対駄目ですという

ことでお断りしています。今後、こういう形

で空いているところがオンラインで分かって、

使えるようになるというのはいい方向だと思

うのですが、その取りまとめというか、それ

は区のほうでやっていただけるのでしょうか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。学校開

放制度改革担当係長の永瀬です。 

 今、飯ケ谷委員がおっしゃったように、や

はり複数校を使うとなると、そのあたりの取

りまとめが必要になってくるのですけれども、

まず、今、モデルで考えているのは、今の体

制で１団体１校使えるという前提で、その上

でオンライン化してみてどうかというところ

を考えております。ほかの学校が空いている

から、ほかの学校を取るとなると、また校長

先生方の面談をしなくてはいけないとか、そ

のあたりの御負担も増えてくるところではあ

るので、まずは１団体１校の原則を守ったま

までオンライン化してみるというやり方をし

てみたいと考えております。 

○飯ケ谷委員 分かりました。 

 でも、今申し上げたように、例えば学校の

行事とか修理とかで全く使えないときに、お

隣の学校が空いていたら使わせてもらえない

かというのも駄目でしょうか。 

○永瀬係長 現状ですと年間20校ぐらい体育

館を修繕するというような流れがありますの

で、ここが使えないから、では、こちらに流

れるというのは、現状、お控えいただいてい

ます。ですので、痛み分けではないのですけ

れども、どの学校にも使えない期間があって、

そこは飲み込んでいただいているという状況

なので、そこについては引き続きその体制で

いきたいと思っています。 

○飯ケ谷委員 ありがとうございました。 

 ただ、高齢者でオンラインが使えるかとい

うところは結構問題になってくると思います

ので、今後、それについての講習とかそうい

うのを考えていただければと思います。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○長谷川委員 足立区議会議員の長谷川たか

こです。 

 今、オンライン化のお話で、利用者は高齢

者が多いというところ。先ほど、私も朝、グ

ーグルカレンダーで、主催者がいらっしゃっ

て、そのグーグルカレンダーに落とし込むと

いうのをやっていたら、自分では入れたはず

なのに相手側が見えていない。「何でだろう

ね」みたいな感じで結構30分ぐらいやり取り

したのです。だから、やはり御高齢者の方だ

と、そこのオンラインというところでかなり

無理があるかなと思っていて、私のこの年齢

でもかなり戸惑ってしまって、携帯からやっ

ていたのですけれども、これはドコモショッ

プまで行かなくてはいけないのかなと。でも、

最終的には使えたのです。 

 ちゃんとこちらの情報が反映されたのです

けれども、だから、そういう場合というのは、

やはり何か相談窓口みたいなものも一本設け

ておかないと、多分きちんと効率的に運用す

るのは難しいと思います。そのシステムの部

分とかも分からない人は分からないので。手

間取って時間がかかる。30～40分ぐらい結構

時間がかかってしまうので、その辺をきちん

と、区のほうでも懇切丁寧に見ていただける

ということが担保されないと、オンラインの

システム化は難しいと思いますけれども、そ

ういうのはやっていただけますか。要望です。 

○原田課長 スポーツ振興課長、原田です。 

 おっしゃるとおり、高齢者の方にどう利用

していただくかというのは課題だと思います

ので、この後御説明するのですけれども、一

応ミニマムスタートで少しずつ始めていきた

いと思っていますし、やはり、委員がおっし

ゃるような相談窓口みたいなところを行政と

して考えていかなくてはいけない部分だと思

うので、そういったところをどうやって運用

するのかとか運営するのかというのも含めて

検討して、高齢者の方が困らないようにはし

ていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○長谷川委員 ぜひ、ソフトの部分で丁寧に

構築していただきたいと思います。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○飯ケ谷委員 たびたびですみません。 

 私も、資料の中の新宿区のやり方が一番今

のところいいなと思っているのですが、まず、

調整会議はちゃんとやって、話し合いをして

優先利用決定というか、その時点でオンライ

ンできない方は、例えばそこで申込みをして

今までどおりにしても構わない。その後の空

き状況だけを、見られる人はオンラインで見

て申し込むと。これはそういう捉え方でよろ

しいでしょうか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。学校開

放制度改革担当、永瀬です。 

 飯ケ谷委員のおっしゃるように、その調整
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の場があるので、そこでオンライン申請まで

できてしまえば一番いいなと思っていますし、

もしそこで難しければ、何かしらのサポート

体制を取ってやっていくと。委員がおっしゃ

ったように、空き枠があればそこもプラスで

というのを、そこはどこまでサポートできる

かまだ考えられていないのですけれども、考

えていきたいと思います。 

○飯ケ谷委員 今は会議に来ないと絶対取れ

ないというルールがあるので、空いていると

ころをどこかで知って、空いているなら使わ

せてくださいというのは全部断っているわけ

です。 

 今後、オンライン化した場合、空いている

ところは、申込みオッケーになるので誰かが

それを絶えず見なくてはいけないわけですよ

ね。そこのところもどうなるのかなと思って

心配しております。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○正岡委員 区民委員の正岡です。よろしく

お願いいたします。 

 今の学校開放のルールだと、週に１回を予

約できるという感じだと思うのですけれども、

例えば、調整会議で話し合って週１回押さえ

ていても、もっと練習したくて、空いている

から、じゃあここを取っちゃおうと取ってし

まって、１週間に２回、３回取ってしまった

のとかはチェックとかはするのですか。 

○飯ケ谷委員 ２か月に１回しか会議をやっ

ていません。 

○正岡委員 では余分に、例えばオンライン

だから空いていると思って取りにいってしま

う。 

○飯ケ谷委員 今はできています。 

○正岡委員 オンライン化したときに、かぶ

って取ってしまったりとかもできてしまうと

思うのですけれども、そのチェックとかはさ

れるのですか。 

○飯ケ谷委員 そこがどうなっているのか。 

○原田課長 調整会議で決めたのとプラスし

て取ってしまうのではないか、ということで

しょうか。 

○正岡委員 プラス、空いているので取りに

いってしまったり、予約できてしまった場合

とか、１回だけなのに２回、３回と余分に取

ってしまって、それが、例えば黙っていれば

使えてしまうみたいな感じになってしまうと

思うのですけれども、そこら辺は、この団体

は何個も取っているねというチェックはされ

るのかなと気になりました。お願いします。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 一応、段階を設けて、例えば調整会議で決

まった内容は、２か月前に話し合っていただ

くので、２か月前から予約をしていただいて、

２枠目、３枠目、空いているところを取りた

ければ１か月前から解禁にするみたいな形で、

ある程度調整会議で決めたことは、ここから

この期間までで。その先でもうちょっと予約

できるような形を取りたいなと思っています。 

○茂木部長 オンラインの件に関して、様々、

御意見を皆様どうもありがとうございます。 

 オンラインの導入に向けては、皆様おっし

ゃるように、しないといけないと事務局は思

っています。今、いろいろ問題提言のほうを、

例えば長谷川委員のほうからは、相談窓口が

必要だとか何回取れるのだとかいろいろお話

があったと思うのですが、これは正式に答申

いただいて、それで、事業化になるときに、

当然ながら、皆様から今いただいた意見につ

いては、正式に乗る前に細かく制度設計して、

事業化に向けて細かい調整はさせていただき

たいと思います。本当、細かいところまで今

日の時点でお答えできないところは大変申し

訳ないと思うのですが、御意見として、今後、

事業化に向けて参考にさせていただければと

思います。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○石澤委員 私どもは総合型地域クラブです

ので、いろいろな学校を利用させていただい

ているのですが、実際、私は千寿双葉小学校

のほうの開放委員会に出させていただいてい

ますけれども、そのときに、例えば、急なこ

とで学校が使えないという場合は、学校は当

然真っ先に情報を得るわけですよね。それを、

今の段階では、各参加者にメールで副校長先

生のほうからお送りいただく形になっていま

す。それだけでも結構大変かなと私は思いま

すけれども、オンライン化によって、例えば、

副校長先生なり学校なりの仕事がもっと増え

るみたいなことがあると、やはり申し訳ない

なという気はするので、その辺はちゃんと考

えていただければと思います。よろしくお願

いします。 

○原田課長 承知しました。 

 オンライン化は、あくまで利用者も先生も、

我々もといったらあれですけれども、スポー

ツ推進委員さんも、なるべく負担が軽くなる

ように導入できればと思っておりますので、

その辺も検討させていただきます。ありがと
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うございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 これは、今、これからの審議

で４本柱をどうするかということだったと思

うのですけれども、このオンライン化につい

てのもう少し詳しい説明というのは、この後

に具体的に少し議論ができればということな

のですよね。 

○原田課長 おっしゃるとおりです。 

○へんみ委員 そうだとしたら、オンライン

化についてのイメージ図もこちらにあります

から、そのあたりについて説明していただい

た上で、また議論をすべきではないかなと思

うのですが。 

○二宮会長 よろしいでしょうか。 

 今、御意見をいただきましたので、この先

のほうを、まず事務局のほうから説明をお願

いいたします。 

○原田課長 ありがとうございます 

 つきましては、スライドの６ページ目から

御説明させていただきたいと思います。 

 まず、現在、足立区のほうで想定している

オンライン化のイメージの画像でございます。 

 こちらは、足立区が来年１月から実際に地

域体育館の予約の際に利用するシステム画面

を参考として出させていただいているものに

なります。仮に地域体育館と同じシステムで

やるのだというところが決まりましたら、こ

のような画面で空き状況を確認することにな

ります。平日の日中は教育活動のため、「保

守」という表示が出るようになっております。

この「保守」というところが学校の活動とし

て利用できない部分ですよというところにな

ります。 

 また、開放している時間帯であれば、予約

が入っていれば「×」、入っていないところ

で予約ができるところは「○」と表示されま

す。受付がまだ始まっていませんよというと

ころにつきましては、この表で11月１日のと

ころなのですけれども「－」が入っていると

ころが、まだ予約開始前ですという見方にな

ります。 

 学校開放で導入した際には、２か月先まで

予約ができるような仕組みにしたいと考えて

おります。 

 スライドの７ページを御覧ください。 

 また、システム化した際に、複数の施設を

並べて予約状況を確認することもできます。

利用者の視点で考えますと、現在は御自身で

活動している学校の空き状況というのは分か

るのですけれども、他校の様子が分からない

というところがございます。システム化によ

りまして他校の空き状況というのが分かるの

で、１団体１校という原則がもちろんあるの

で、今はＢ小学校を使っていて、ほかの団体

と利用日が競合してなかなか活動できないの

でＡ小学校に登録校を変えよう、移ろうとい

う検討もできるのではないかなと思っており

ます。こういった空き状況が分かるというと

ころで、人気校に集中しているところが少し

でも解消できればなというところも考えてお

ります。 

 以上が予約画面のイメージでございます。 

 続きまして、スライドの８ページ目を御覧

ください。 

 こちらが、本日御議論いただきたいところ

でございます。「見直し内容の素案」という

スライドの８ページ目でございます。 

 前回御意見をいただきましたように、各校

で団体数とか代表者の年齢構成に違いがある

というところで、システム導入する際には、

前回の御意見でも幾つかの学校をモデル校と

して抽出して、実際にシステムを使いながら

課題を精査していきたいという御意見があり

ましたけれども、我々もそうしていきたいと

思っております。 

 モデル校につきましては、スポーツ推進委

員会の地域ブロックというのが６つに分かれ

ているので、各ブロックから１校ずつで６校

からのスタートということを想定しておりま

す。その際にも、スポーツ推進委員さんの御

意見を伺いながら、可能な限り、団体数が多

い学校とか少ない学校とか、高齢者団体、少

年団体、いろいろな団体に使っていただくと

いうところを想定して決定していきたいと思

っております。こちら、モデル校での試験運

用を経て、現時点では大体３年ぐらいかけて

段階的に全校に増やしていきたいなと考えて

おります。 

 実際に会議を仕切っていただいているスポ

ーツ推進委員の皆様もいらっしゃるので、私

どもも、この６校とか選定方法とか、そうい

ったところを御意見いただきたいと思ってお

ります。 

 また、システム化した後、事前調整のとお

りに申請されているかと先ほど御意見があり

ましたけれども、そういったチェックという

ところにつきましても、現状、スポーツ推進

委員の皆様が会議の場で利用申請書を受け取

って確認してチェックしてくださっているの

ですけれども、システム化した後は、調整会
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議の場ではなくて、利用者それぞれが自宅か

ら申請するような形になりますので、一度、

区のほうで申請内容を集めて、それを各スポ

ーツ推進委員さんにチェックしていただくみ

たいなところを想定しております。事務局が

想定している手順ということで資料にも書か

せていただいておりますけれども、気になる

点などがありましたらお聞かせいただければ

と思います。 

 続いて、もう一個議題がございまして、利

用者さんとか副校長先生から、利用調整会議、

今、２か月に１回あるというところで、時間

帯も、お勤めの方がいらっしゃるので夜間に

なります。その出席が御負担という声をいた

だいております。利用申請のシステム化が前

提となるのですけれども、システムを入れる

ことによって回数を年２回、３回程度まで減

らしたいなと思っております。また、負担軽

減策の一つとして、オンライン会議導入につ

いても御意見をいただければと思います。 

○二宮会長 ありがとうございました。 

 今、見直しの素案ということで、議題１の

オンライン利用申請の導入方法と、議題２の

利用調整会議の実施方法につきまして、事務

局のほうから説明がありました。まず、議題

１のオンライン利用申請の導入方法につきま

して、皆様のほうから御意見があればいただ

ければと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○飯ケ谷委員 たびたびすみません。 

 今のお話なのですが、私のところも、毎回

会議のたびに副校長先生に夜７時からの会議

に出席していただいています。まず第一優先

になるのは学校が使うところ、それは前もっ

てスポーツ推進委員に表で出していただいて

おりますが、副校長先生も必ず御出席いただ

いて、学校行事や地域行事などで使えないと

ころを発表していただいています。その後、

空いているところを皆さんで埋めましょうと

いうことで会議を進めています。 

 私のところは、表をスポーツ推進委員の私

が作って、会議当日、空いているところを団

体で押さえてくださいということをやってい

ます。また、この日、急に例えば選挙の講演

会が入ったとか、そういうので急きょ取りや

めとか、あとは、学校の行事で取ってもらっ

ているのですけれども、その日はこういうこ

とや工事が入ったため急きょ中止になります

という連絡は、今、口頭で私を通して利用団

体に伝えている状態なのです。そういうこと

が年間に結構あるのです。 

 そうなると、オンライン化した場合、私た

ち推進委員も楽にはなるのですが、校長先生

から直に聞ける担当者としては、そういう変

更があったときに副校長先生の負担が増える

のは大変心苦しいなと思うのとともに、反対

に、今の状態でしたら、副校長先生が毎回出

ていらっしゃらなくても、調整会議にかける

２か月の予定を出しておいていただければ、

よほどのことがない限りは団体同士の話し合

いで会議はできると思うのです。オンライン

化後でも突然の変更はとても多く入ってくる

と思うのですが、それもシステムのほうでで

きるようになりますか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 システム化した場合には、この日は使えま

せんということで、承認の取消し、キャンセ

ルをすれば、理由も含めてお知らせが行くと

いうような形でできるので、１団体ずつ御連

絡をするという手間は省けるかと思います。 

○飯ケ谷委員 見られる人は、ですね。 

○永瀬係長 ただ、一方で、通知がいきなり

来てもメールを見ないという方もいらっしゃ

ると思うので、そのあたりをどうしていくか

というのは、連絡をプラスするのか、それと

も、オンラインだけでやるのかというところ

は、今後考えていかなくてはいけないと思っ

ています。 

○飯ケ谷委員 あと、もう一点聞きたいので

すが、地域の保育園や幼稚園が、運動会やお

遊戯会で学校を使わせてくださいということ

が結構あるのです。以前は本当に近所の、こ

の幼稚園は大体うちの学校に申請してくるよ

ねという状況だったので、早めに教えていた

だければ、そこを皆さんで協力して使わない

ようにしてあげましょうということができる

のですが、最近、いろいろなところの保育園

や幼稚園から、学校を運動会・お遊戯会で使

わせてくださいということが増えているので

す。この幼稚園、どこの幼稚園だろうという

ところも入っているので、そうすると、登録

団体の利用枠が結構減ってきてしまいます。

その辺も明確に、ここの学校はこことここな

らオッケーと出していただくことはできない

のですか。 

 結局、うちの学校がまだ人工芝ではないの

で、何か飲んだりお弁当を食べたりというの

ができる校庭なのです。それができなくなっ

た、お水飲みしか駄目となった学校を借りて

いた幼稚園などが、うちのほうに多く希望を

あげてきているのです。その辺についても御

検討いただきたいと思います。 
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○永瀬係長 飯ケ谷委員の今おっしゃった話

は、この定期的な学校開放、同じ団体さんが

同じ学校で毎週何曜日に練習するというのと

は別に単発利用というものがございます。そ

の単発利用は、当然ながら年に１回とか２回

の利用なので、登録というものはないのです

けれども、その都度、個別申請いただいて、

学校施設管理課が許可しているというものに

なりますので、そちらも併せて御意見として

伺います。 

○飯ケ谷委員 それが優先で入ってくる。 

○永瀬係長 そうですね。運動会とかは先に

場所を押さえて、そこは学校が貸さないよう

な形で調整会議で多分されているとは思うの

で、そのあたり、団体さんにしわ寄せが出て

きてしまっているというところですね。 

○飯ケ谷委員 それを、今まで私たちがその

団体さんに電話をして、実はこういうのが入

ったので使えなくなりましたと連絡をしてい

るのですけれども、それは、システムを見て

確認してくださいという形になりますよね。 

○永瀬係長 そうですね。システムのほうで

そういうイベントがあるときには、「－」な

り「保守」にしておかないと予約を入れられ

てしまうので、予約を入れられないように、

先に、保育園の運動会とかが入っていたら。 

○飯ケ谷委員 だから、それより前に上げて

いただかなくてはいけないと思うのです。後

からというものが多いので。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○石澤委員 先ほど申し上げたように千寿双

葉小学校を使わせていただいているのですが、

双葉小学校は、一部、夜間の警備とかが完全

に全部は入っていないのです。なので、一部、

警備員さんというか、そういう方が夜間の５

時以降は配置についていらっしゃるので、私

どもで作った２か月間の予定表を全部紙に書

いて警備室にも貼っていただいているのです。

そうしないと、警備員さんがどこに何が入っ

ているというのが分からないということなの

で、学校とも相談して、そういう形でやらせ

ていただくことにしたのですが、もし、こう

いう形になると、警備の方はどうやって分か

るのでしょうか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 前回ちょっと触れさせていただいた、約７

割の学校が、今、自主管理として鍵を各団体

さんが持って、自分たちで体育館を開けてい

ただくというやり方です。今、石澤委員のお

っしゃったのは、もう一方の３割のほうで、

体育館が、校舎の中に入らなくてはいけなか

ったりするので、鍵を渡すわけにはいかない

から警備さん、シルバーさんに入っていただ

いているところになります。 

 そのシルバーさんについては、やはり１か

月前には勤務予定をお知らせしなくてはいけ

ない、調整をしなくてはいけないというとこ

ろがあるので、我々も、オンラインで受付を

いつまでできるかというところは、シルバー

さんにお願いしている学校と自主管理で変え

なくてはいけないとは思っていますので、そ

こに支障がないように考えていきたいと思い

ます。 

○石澤委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 今の鍵のことについてなので

すけれども、川崎市とか神戸市などだとスマ

ートロックを導入して、もう完全に全校でそ

ういう形をやられているということですから、

今お話にあった自主管理という点についても、

セキュリティーの観点からいってもいろいろ

な問題も起こり得ますから、スマートロック

の導入というのは、このICT化の中で必要で

あると思うのですが、そのあたりはどのよう

にお考えですか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 我々もシステム化すれば鍵を持たなくて済

むかなというので、そこも検討はしてはいる

のですけれども、一方で、例えば電池が切れ

てしまってスマートロックが開かない問題と

か、あとは、電子で開けると鍵が中に入って

いるパターンとかもあるのですけれども、そ

うすると、その鍵を前の団体さんが戻し忘れ

てしまうといった課題もあるので、費用もか

かるところではあるので、どちらがいいかは

検討していきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

○へんみ委員 たしか神戸市だと、登録して

利用ができるということになったときには、

その日に使えるワンタイムのパスワードが送

られてきて、それで鍵が開けられるという形

ですから、鍵の紛失などもそれでなくなりま

すし、その点はしっかりと検討していくべき

ではないかなと思います。 

 あと、先ほどの、オンライン化は高齢者の

方々がなかなか難しいのではないかというこ

とについても、例えば、札幌だと電話の受け

付けもやっていますし、そういうことも取り
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入れながら、さらには、例えば住区センター

で代理申請できるように窓口を設けるなり、

他の自治体の事例もしっかりと調べていただ

きたいなと思います。 

 オンライン化することについて、教職員の

皆さんの負担軽減というのも大きな目的だと

思いますが、これは、ほかの区で、例えば５

区で今導入していますが、どれぐらい教職員

の方々の負担軽減につながっているかという

のは調べられていますか。 

○原田課長 教職員の負担軽減という点では、

そこまで調べ切れていないです。申し訳ござ

いません。 

○へんみ委員 そのあたりも、先進的な自治

体の事例というものは、もう少し詳細に調べ

ていただく必要があるのかなと思います。 

 なぜ、こういうお話をするかといいますと、

前回のときにも、村松先生からも、鍵の管理

もいろいろ大変だというお話もありました。

だからこそスマートロックを導入すべきだと

いう観点もありますので、そういった点もし

っかり調べていただきたいと思います。 

 以上です。 

○二宮会長 お願いします。 

○長谷川委員 足立区議会議員の長谷川です。 

 今、スマートロックの話がありましたけれ

ども、江北にできたすこやかプラザあだち、

あそこはスマートロックを使っていたと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○原田課長 すこやかプラザの状況を把握し

ておらず申し訳ございません。確認いたしま

す。 

○長谷川委員 私、あそこが開設される前に

お伺いしたときに、たしかスマートロックを

使っていたと思うのです。ですから、もう既

に足立区の施設で、すこやかプラザあだちの

ほうでスマートロックをつけているのであれ

ば、そこを検証すればいい話だと思うので、

ぜひ進めていただきたいと思います。 

○原田課長 すこやかプラザを確認いたしま

す。 

 スマートロックはすごく便利でいいかなと

思うのですけれども、一方で費用面が少しあ

ったのですけれども、全校に入れるとなると

100校とかになってくるので、そういったと

ころでもどうやって入れるのがいいかなとい

うのはきちんと考えないといけないなと思っ

ています。ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 今、費用の面でというお話も

ありましたが、完全に無人でやられている自

治体を調べると、そうした事務員の方々の人

件費がなくなるということもありますし、そ

れで考えると相殺されるというか、むしろ費

用がかからなくなるという事例もあるようで

すから、費用面でもそのあたりは検討してい

ただきたいということです。 

 あと、オンライン化をすると、ほかの各施

設と一緒に見られるということで７ページに

ありますが、例えば音楽室とか美術室も、こ

ういった形でほかの施設と同じように予約で

きるという形になるのですか。 

○永瀬係長 システムの制度上はそうなりま

す。音楽室も開放していれば見せられること

はできるのですけれども、ただ、音楽室を貸

している学校と貸していない学校があるので、

そこは全校入れるかどうかは御相談が必要か

なと思っています。 

○へんみ委員 音楽室の貸出しをしているか

していないかというのは、どこの判断になる

のですか。それぞれの学校の判断なのか、そ

れとも地域に相談した上での判断か。 

 というのも、私はお囃子をやっていまして、

なかなか笛の練習をやる場所がなくて、荒川

の土手に行って練習したりということもある

のです。ですので、例えば学校の音楽室を借

りられるとなれば、土手まで行かないでも笛

の練習ができたりということもありますし、

それも何か全区的に画一したルールを設けて

もいいのかなという気もするのですが、いか

がでしょうか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 ほかの自治体さんの事例を見ると、校庭と

体育館は必ず貸しているので、そこはオンラ

イン化して、音楽室や家庭科室みたいに利用

頻度が少ない、団体さんがいないというとこ

ろは、個別で副校長先生が貸出しを受け付け

てくださっているというのもあるので、どち

らが負担が楽かというところも含めて御相談

していきたいと思います。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○櫻井委員 区民委員の櫻井悠夏です。 

 議題というか論点がずれてしまうのですけ

れども、議題１のオンライン利用申請の導入

方法のところで質問がありまして、このモデ

ル校の決定というのは、どのように決定され

るのか。私は関わらないと思うのであまり質

問の意味がないかもしれないのですけれども、

例えば今出た話のように、音楽室を貸してい

る学校をモデル校にするとか、その特殊な条
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件というか特殊な部屋を貸し出しているとこ

ろをモデル校に入れるであったり、あとは住

区センターのようなところを、学校ではない

けれどもモデルの対象として導入するのかど

うか。エル・ソフィアのような、学校ではな

いけれども貸出しの対象になっているような

施設というのはモデル校になり得るのですか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 こちらの説明が不十分で申し訳ありません。

地域センターの学習室とか体育館については、

エル・ソフィアも含めてなのですけれども、

もうシステム化していて、システムで取れる

ような形です。当然、その前には調整会議、

利用者懇談会というのをやって優先枠を決め

た上でやっています。今、我々が学校開放で

もやろうかなというものと同じような形でも

う既に全体でやっているので、今回は学校開

放に限ってモデル設定したいなと思っていま

す。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

 では、そのモデル校を選定するときは、具

体的にどういう基準で選出されるのかなとい

うのがあまり想像できなかったので、よかっ

たら聞きたいです。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 高齢者団体が全体の５％ぐらいなので、中

には高齢者団体がいない学校もあります。な

ので、高齢者団体がいるところ、いないとこ

ろとか、あとは、団体が３３団体あるところ

と５～６団体しかないところというのもある

ので、そういう小さいところ、大きいところ

とかを加味して、スポーツ推進委員さんと校

長先生方と御相談しながら決めていきたいと

思います。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 あと、利用調整会議のオンラ

イン、Zoomなりを使った会議についてなので

すけれども、私はこれは導入したほうがいい

と思うのですが、ただ完全にオンラインでの

会議だけにしてしまうと、やはり高齢者の

方々がなかなかログインできなかったりとい

うこともあると思いますので、両方合わせて

ハイブリッドのような形で、例えばこういう

形で行っていてもオンラインでも参加できる

ようなシステムをつくるということが大事か

なと思いますが、そのあたりは、区の、これ

から考えているところというのはどういった

ことなのでしょうか。 

○原田課長 ありがとうございます。 

 オンライン化については、へんみ委員がお

っしゃったように高齢の方もいらっしゃるの

で、対面がいいのかなと思う反面、今の時代、

オンラインで参加されたいという方もいらっ

しゃると思うのです。今おっしゃったように、

例えば会議はやるけれども、そこでタブレッ

ト端末とかで参加するというのもいいかなと

思いますし、ただ、その端末をどうするのだ

という課題があるので、そういったところを

整理して検討していきたいと思っています。 

○二宮会長 今、へんみ委員から議題２の話

題も出ましたので、議題２も含めてここから

は進めてまいりたいと思います。利用調整会

議の実施方法につきましても、ぜひ御意見を

いただければと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○飯ケ谷委員 開放会議というのは、単に場

所を取るだけの会議ではないという方向で今

までやっておりました。同じ学校を使ってい

るみんなが１か月に１回顔を合わせる場なの

で、私の場合は、先に開放会議をせずに、ま

ず会議をします。皆さん使っていてどうです

かとか。あとは、基本的には、ここを使わせ

てもらっている身ですので学校に協力しよう。

何でもいいから、年に１回はここを使ってい

るみんなで学校の側溝のお掃除をしようとか、

そういう会議が大事だと思っています。あと、

皆さんから使っていて何か困ることがあるか

お話を伺うなどしています。 

 よくある話としてはライトが消えていると

か、小さいお子さんを連れて入ってきたりす

るので、お菓子の袋がいっぱい落ちていると

か。あと、以前に大変なことがあって、前は

冷暖房が入っていなかったので、学校にあっ

た灯油のストーブをつけてしまって焼けてし

まったと。うちの学校ではないのですけれど

もね。階段のところが焼けてしまって弁償と

かそういうのがあったりします。本当に、た

だ場所を取るだけの会議だったら機械的でい

いのですが、ここを使っている皆さんとのコ

ミュニケーションづくりのためにやっていた

という私は自負がありますので、やはり顔を

見て、毎回ではなくてもいいのですが。 

 あと、今、頂戴している学校開放用の経費

の使い方について、会議で話し合いをして決

めています。例えば、バレーボール団体だけ

が使えるようなものではなくて、みんなで使

える道具などを購入しようなど。学校のトイ

レットペーパー、モップやサッカー・野球団

体がよく使う石灰などに充てましょうという

ように、学校開放用としていただいているお
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金でも学校に協力しつつ使っています。本当

に場所を取るだけだったら会議は要らないと

思うのですが、そのような話し合いも会議の

中でやっています。オンライン化で私たちも

楽にはなると思うのですが、そういうところ

はなくしていってよろしいのでしょうか。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 第１回の審議会の中でも飯ケ谷委員から、

単に調整の場ではないというお話をいただい

て、我々も同じ考えですので、利用調整と、

いろいろなことの注意喚起とかお困り事の共

有とか、そういうのも引き続きやっていただ

きたいと思っております。そういったものを

スポーツ推進委員さんたちが集めて共有した

りしていただいているのも、すごく区として

は助かっているところですので、今後も、ゼ

ロにするのではなくて、新宿区のように会議

をやりながらシステムを入れるという形を取

りたいなと思っています。 

○飯ケ谷委員 夜の７時からではないと働い

ている方が会議に来られないので、その時間

まで副校長先生や校長先生をお待たせして教

育活動以外のことをやっていただいているわ

けではないですか。先生方が会議に出なくて

も、スポーツ推進委員に２か月の予定とか、

何かこういうイベントがあるからここは使え

ませんよという情報を共有していただいて、

学校との連携をとり、本当に使っている人た

ちだけで会議をするという形が理想かと思い

ます。 

○原田課長 飯ケ谷委員に聞きたいのが、今、

利用回数は、我々の案で年に２～３回でどう

でしょうかと。今、月に１回とかではないで

すか。それを月に１回から減らすということ

に対してどうですか。今までの方がいいとか

はありますか。 

○飯ケ谷委員 うちの学校のような感じが多

いと思うのですが、２か月に１度にしていま

す。毎月だと実は私たちも大変なので。２か

月に１回のこの会議に、今は出てこなかった

ら取れないのです。次の２か月は取れないと

いう形にしています。 

 以前、空いていれば使っていいですよとい

う対応をしていたときは、副校長先生のとこ

ろに台帳があるので、授業をしている副校長

先生のところにやたらみんなが行ってしまっ

て時間を取ったので、そういうルールをつく

りました。会議に出ないと取れません。空い

ていても取れませんという形にしました。確

かに毎月できればいいのですが、大体、今の

ところは活動日時が固定している団体が多い

ので、あまり空きがないです。なので、２か

月に１回という形がいいと思いますし、緊急

の場合、コロナみたいな形で、「閉鎖です」

というのは一斉に流せるように、名簿は私の

ほうで持っていて、皆さんに流せるようにし

ています。そのためにも、会議は２か月に１

回。３か月になると季節が変わるぐらい空い

てしまうので、いろいろなことが出てくるの

で、そのぐらいがいいかなと思っています。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○石澤委員 私、現在は総合型ですが以前は

スポーツ推進委員でしたので、その会議の中

の運営の仕方とかも実際経験済みですけれど

も、私もやはり２か月に１回ぐらいが適切な

のではないかと思います。 

 現在、千寿双葉小学校は２か月に１回なの

ですけれども、やはり体育館を使っていると、

何かが壊れたとか誰かがけがをしたとか学校

の窓を割ったとか、いろいろそういうことが

あったりしますので、やはり３か月も半年も

過ぎてしまうと全然話が通じなくなったりす

るから、２か月ぐらいが適当なのではないか

と思いますが、ただ、学校によってすごく事

情に大きな差が、ばらつきがあると思います

ので、必ずしも回数を絶対に決めなくてもい

いのではないかと。最低２か月に１回という

ように。あと、最高でどのぐらいとかという

範囲を決めておけばいいのではないかと私は

思います。 

○二宮会長 いかがでしょうか。今、回数等

についても具体的な御意見を出していただき

ましたけれども、特に利用にお詳しい方々で、

ぜひ御意見をいただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

 お願いします。 

○へんみ委員 私も以前、音楽室を借りるの

に、その調整会議に２か月１回出ていたので

すけれども、音楽室の場合というのは調整す

ることがほとんどないので、ほかの校庭とか

体育館を使っている団体が調整しているのを、

ずっとその会議で待っているだけという状況

が続いて、もう少し、私としてはここは回数

が減らせないのかなということをそのときに

は思っていたのですが、その回数についても

減らして、学校の備品が壊れたとか、そうい

うことについても伝えられなくなってしまう

のではないかという御意見もありますが、そ

こは、地域のちからのほうで、そういった窓

口を設けて、いつでも何か困ったときには連

絡できるという体制があればいいのかなとも
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思った次第です。 

 以上です。 

○二宮会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。いろいろと御意

見をいただきました。議題１のほうの意見、

それから、議題２のほうの意見、それぞれ今

出ましたので、これ以降の会議でもっと具体

化するためにいろいろ展開がされると思いま

すので、またそのときの会議で御議論をお願

いできればと思います。 

 それでは、次に、今後のスケジュールにつ

きまして、事務局のほうから説明をお願いい

たします。 

○原田課長 またスライドに戻って御説明を

させていただきます。スライドの９ページを

御覧ください。 

 当初、全３回での審議会実施を考えていま

したけれども、前回の審議会の中で様々な御

提案をいただきまして、事務局として再度検

討させていただきました。その中の事務局案

として、もう少し審議の場、お時間をいただ

きたいと思いますので、委員の皆様、お忙し

い中、御出席いただくことになって申し訳な

いのですけれども、全５回の実施に改めさせ

ていただきたいと思います。 

 本日の第２回から４回までの３回で柱の１

から４までの御議論いただきまして、５回目

で答申をまとめていくというスケジュール案

としております。また、次回につきましては、

令和８年１月頃の開催を予定しておりまして、

そこでは柱の２の登録要件の見直しと、柱の

３の貸出し枠の見直しの２件をテーマとさせ

ていただきたいと思っております。 

 また、全５回で答申があるのですけれども、

その後、オンラインのモデル校をやってみて

どうなのだとか、そういったところを、また

審議会の皆様にお集まりいただいて御検証い

ただくような機会もつくれたらなと、今、事

務局として考えております。 

 以上でございます。 

○茂木部長 ちょっと補足でいいですか。 

 今、足立区の中で「こども計画審議会」と

いうのがあります。そちらのほうで区のほう

に答申いただいて、それの答申に基づいて区

が新しく事業を打っていったり事務の改善を

行っていきます。その中で、審議していただ

いた委員に、改善がちゃんと反映されている

かチェックするということで、今、新しく取

り組んでおります。ですので、我々のほうも、

今後、会長や皆様との御相談にはなるのです

が、例えば、今日のシステムの議論について

も、では、区のほうで改善しました、それを

ここにいる皆さんと一緒に検証する、そんな

機会も今後やっていきたいと思っております

ので、それはまた今後、ここの中の議論で皆

様に御相談させていただければと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

○二宮会長 ありがとうございました。 

 今御説明がありましたとおり、第１回目の

審議会の意見を踏まえまして、会議の回数を

２回増やすということで事務局のほうから御

提案がありましたけれども、この件につきま

して、皆さんのほうから何か御意見等はあり

ますでしょうか。 

 お願いします。 

○岡井委員 区民委員の岡井です。 

 回数、委員のへんみさんの御意見で増やし

ていただいたのはすごくよかったと思います。

もう少しタイトに、御準備や何かがあると思

われるのですけれども、結構この会議の間隔

が長くて、先ほどの話ではないですが季節が

変わっているではないですが、回数を増やし

たりとかは全然問題はないのですが、ぎゅっ

と集中してやっていくというような進行がで

きないかなというのは若干思ったところなの

ですが、その辺はいかがなのでしょうか。御

準備が大変なのは重々。これだけがお仕事で

はないと思うので。そう思うのですけれども。 

○永瀬係長 ありがとうございます。 

 区の審議会関係は、大体２～３か月は空け

るのですけれども、その理由としては、この

会議録を文字起こしして皆さんに確認いただ

いてというところと、それを踏まえて次の資

料を作って、また事前にお送りして、今回、

送るのが遅くなってしまって申し訳ないので

すけれども、本来ならば２週間前とか１週間

前にはお送りしたいなと思って、今回、この

スケジュールを立てさせていただきました。

第３回と４回、２か月しか開いていないので

すけれども、そういうところが正直なところ

になります。 

○岡井委員 分かりました。 

○二宮会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 私もこの５回という回数は適切ではないか

なと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 今日の審議のほうは以上になります。あり

がとうございました。 

 今日は具体的なオンラインの導入の方法や
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具体的なイメージ、そして、調整会議の役割、

そして、どんなことが意義として大切なのか

ということについて、単なる調整ではないと

いうところも含めまして、この会議で確認さ

れたかなと思います。 

 へんみ委員のほうからもありましたけれど

も、このオンライン化のシステムを導入して

いるところは、23区だけではなくて全国にい

ろいろな事例が確かにあります。そして、ス

マートロックも含めた、いわゆる鍵の問題を

どのように解決しているのかという事例もあ

りますので、ぜひ、事例を少し検証していた

だいて、上手くいっている事例の組合せなど

も可能なのかなと思っておりますので、そう

いった検討も必要かなと思っております。 

 それから、高齢者のお話も出ましたけれど

も、デジタル機器、ICTが進んでいく中でデ

ジタルデバイドの問題というのは大きくなっ

ていまして、高齢者に限らず様々な方がアク

セスできる、情報保障も含めてですけれども、

これを考えていくということがすごく大事で

す。多分、行政にとってもこの視点は重々必

要な部分なのかなと思っていますので、その

辺についても併せて検討できればいいのかな

と思っております。 

 そして、今まさに動いております学校部活

動の地域展開のほうを鑑みましても、これま

で当たり前に自分の学校で練習していた子ど

もたちが、一部、他の学校に行って練習する

ようになったり、あるいは、土曜日、日曜日、

あるいは夜間にクラブ化したところで練習す

るようになったりすることも予想されます。

そうなってくると、利用団体が増えていく可

能性もありますし、また、それが優先に該当

するかどうかも含めて、さらなる調整の部分

が必要になるかなということも予想しており

ます。この辺につきましても先進の動きもあ

ったりしますので、ぜひ、情報を共有しなが

ら、この会議でシステムを検討するときに入

れていければなと考えております。 

 私のほうの振り返りとしては以上になりま

す。 

 それでは、事務局のほうから事務連絡をお

願いいたします。 

○原田課長 二宮会長、ありがとうございま

した。 

 事務局より事務連絡でございます。 

 本日の会議録でございます。会議記録がま

とまりましたら、本日御参加いただきました

委員の皆様に会議録の案をお送りさせていた

だきますので、御確認、加筆、修正などをお

願いいたします。その後、二宮会長に最終確

認をお願いした上で会議録を確定いたします。 

 本日いただきました御意見を事務局のほう

でまとめさせていただきまして、次回の議論

に生かさせていただこうと思います。 

 また、次回の開催につきましては１月下旬

を予定しております。具体的な日時につきま

しては、事務局から後日御連絡させていただ

きます。 

 それから、最後になりますが、お車でお越

しの方は駐車券をお渡しいたしますので、出

口付近の係員にお申しつけください。 

 それでは、以上をもちまして、第２回「足

立区学校開放事業審議会」を終了いたします。

本日は御出席いただきまして誠にありがとう

ございました。今後ともよろしくお願いいた

します。

 


